
建設業のみなさま

社会保険でお困りですか？

私たち社会保険労務士にお任せください
社会保険労務士は労務管理のスペシャリスト。

年金や健康保険などの社会保険手続はもちろん、

労災保険や安全衛生でも皆様のお力になります。
※こちらまでお問い合わせください

詳しくは裏面をご覧ください

どうやって加入すればいいの？

保険料はいくらくらいなんだろう？

うちの会社は加入しないといけないの？

全国社会保険労務士会連合会
〒 103-8346 中央区日本橋本石町 3-2-12　社会保険労務士会館

03-6225-4864



iiiiiiiiinnnnnnnfffffffffooooooorrrrrrrmmmmmmmaaaaaaatttttttttiiiiiiiiiooooooonnnnnnninformation

　病気やケガで病院にかかった際の医療費について、
一定の自己負担だけで治療が受けられるようになり
ます。
　また、高額療養費や傷病手当金、出産手当金、出
産育児一時金等が給付されます。

　一定年齢以上から、加入期間に応じて毎月年金が
給付されます（老齢年金）。
　また、病気やケガにより障害が残ったときは障害
年金が、被保険者等が亡くなったときは遺族年金が
一定の要件により給付されます。

　労働者が離職したときなどに、一定の要件で失業
等給付（求職者給付、就職促進給付、教育訓練給
付）を受けることができます。
　また、雇用継続給付として、高年齢雇用継続給付、
育児休業給付、介護休業給付もあります。


